








 新宿区では、住居表示をすすめ
るために、平成25年4月に 

  ルール改正をしました！ 

◎住居表示を実施する 
場合には、「新宿区に 
おける住居表示の実施 
基準」に“町の境界” 
の決まりがあります。 
 

これまでのルール 
 

 町の境界は、道路・ 
 河川・水路・鉄道 
 などの恒久的な地物 
 で区切る 
 

 ＝現在の町境が恒久  ルール改正により ⇑ 
  的な地物ではない   この青い町境のまま住居表示を 
  場合は町境を変更   実施することが可能になりました。 
  することが必要     

 
改正後のルール 
 

 町の区域は、原則として 道路・河川・水路・鉄道な
どの恒久的な地物の側線とするが、これによりがたい場
合には、町の沿革や歴史的経緯、コミュニティへの影響
等を考慮し、現在の町境であっても住居表示を実施する
ことができる 
 


